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�□
勤
務
場
所　

町
立
ふ
れ
あ
い
の
森

□
勤
務
内
容　

施
設
管
理
作
業
お
よ
び
受

付
業
務

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
期
間　

十
月
一
日
〜
平
成
二
十
一

年
三
月
三
十
一
日

□
勤
務
時
間　

週
五
日　

町
の
規
定
と
勤

務
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る

□
賃　
　

金　

平
日　

七
百
六
十
円
、
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日　

八
百
五
十
円

（
時
間
給
）
、
交
通
費
月
額
二
千
円

（
月
十
日
以
上
の
勤
務
で
自
宅
か
ら
二

キ
ロ
以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日

に
勤
務
が
で
き
、
年
齢
六
十
四
歳
ま
で

の
方
（
六
十
五
歳
定
年
）

□
試　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類

　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・
写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

九
月
十
日（
水
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
教

育
課　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
８
０
）

�□
勤
務
場
所　

町
立
ス
ポ
ー
ツ
村

□
勤
務
内
容　

施
設
管
理
作
業
お
よ
び
受

付
業
務

□
募
集
人
員　

三
人

□
勤
務
期
間　

十
月
一
日
〜
平
成
二
十
一

年
三
月
三
十
一
日

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
・
水
曜
日
・
金
曜
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日　

午
後
五
時
〜
午
後
九
時
半

□
賃　
　

金　

平
日　

七
百
五
十
円
、
祝

日
八
百
五
十
円
（
時
間
給
）
、
交
通
費

月
額
二
千
円
（
月
十
日
以
上
の
勤
務
で

自
宅
か
ら
二
キ
ロ
以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

年
齢
六
十
四
歳
ま
で
の
方

（
六
十
五
歳
定
年
）

□
試　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類

　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・
写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

九
月
十
日（
水
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
教

育
課　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
８
０
）

�□
勤
務
場
所　

萩
、
板
山
、
福
住
、
坂
部
、

卯
之
山
、
矢
口
地
区

□
勤
務
内
容　

町
が
設
置
し
た
水
道
メ
ー

タ
ー
の
検
針
業
務
な
ど

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
期
間　

平
成
二
十
一
年
一
月
か
ら

二
カ
月
（
奇
数
月
）
に
一
回
（
十
日
程

度
）

□
賃　

金　

検
針
数
約
千
件　

一
件
六
十

円
（
集
中
検
針
が
可
能
な
集
合
住
宅
の

検
針
は
一
件
五
十
円
）

□
応
募
資
格　

年
齢
六
十
四
歳
（
平
成
二

十
一
年
一
月
一
日
現
在
）
ま
で
の
健
康

な
方
（
六
十
五
歳
定
年
）

□
試　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

　

写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

九
月
十
六
日（
火
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

上
下
水
道
課
上
水
業
務
係　

�（
４
８
）

１
１
１
１
（
内
３
３
９
）

�
　

計
量
器
（
は
か
り
）
を
取
引
や
証
明
に

使
用
す
る
場
合
は
、
定
期
的
に
検
査
を
受

け
る
こ
と
が
、
計
量
法
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
二
年
に
一
度
の
検
査
を
実
施

し
ま
す
の
で
検
査
対
象
の
は
か
り
を
所
有

し
て
い
る
方
は
必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　

持
ち
運
び
が
で
き
な
い
大
型
の
は
か
り

に
つ
い
て
は
、
所
在
場
所
検
査
な
ど
の
方

法
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

□
検
査
日
時　

九
月
十
日（
水
）　

午
前
十

時
〜
正
午
、
午
後
一
時
〜
午
後
三
時

□
検
査
会
場　

中
央
公
民
館
南
館

□
検
査
手
数
料　

一
台
に
つ
き
五
百
円
〜

（
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

□
検
査
対
象
の
計
量
器
（
例
）

・　

商
店
な
ど
で
商
品
の
販
売
に
使
用
す

る
は
か
り

・　

病
院
お
よ
び
薬
局
な
ど
で
使
用
し
て

い
る
調
剤
用
の
は
か
り

・　

病
院
、
学
校
、
保
育
園
な
ど
で
使
用

し
て
い
る
体
重
測
定
用
の
は
か
り

・　

宅
配
な
ど
運
送
業
者
（
取
次
所
を
含

む
）
が
貨
物
の
運
賃
算
出
用
に
使
用
し

て
い
る
は
か
り

・　

農
家
が
そ
の
生
産
物
の
売
買
、
出
荷

な
ど
に
使
用
す
る
は
か
り

・　

工
場
な
ど
の
事
業
所
で
材
料
の
購
入
、

製
品
の
販
売
、
サ
ン
プ
ル
検
査
な
ど
に

使
用
す
る
は
か
り

□
問
い
合
わ
せ
先　

産
業
課
商
工
労
政
係

�
�
�
�
�
�
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�

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
３
４
）

�
　

消
費
者
金
融
の
借
金
で
苦
し
ん
で
い
ま

せ
ん
か
。

　

厚
生
労
働
省
と
愛
知
県
国
保
連
合
会
が
、

国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
者
な
ど
を
対
象

に
、
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
を
実

施
し
ま
す
。

　

借
金
の
整
理
で
不
安
な
こ
と
、
破
産
・

再
生
に
つ
い
て
の
疑
問
、
借
金
に
関
す
る

事
な
ど
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

消
費
者
金
融
か
ら
の
借
入
期
間
が
長
い
、

複
数
の
消
費
者
金
融
に
借
金
が
あ
る
な
ど

心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
す
で
に
返
済
が

終
わ
っ
て
い
て
も
、
払
い
過
ぎ
た
金
額
の

返
還
を
求
め
る
事
が
可
能
な
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
返

還
を
受
け
た
金
額
を
国
民
健
康
保
険
税
に

充
て
る
事
が
で
き
ま
す
。

　

相
談
相
手
は
愛
知
県
弁
護
士
会
の
弁
護

士
で
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

□
相
談
日
時　

八
月
二
十
五
日（
月
）〜
二

十
九
日（
金
）午
後
一
時
〜
午
後
五
時

□
場
所　

中
央
公
民
館
本
館
一
〇
二
号
室

□
持
参
す
る
も
の　

保
険
証　

認
印

※　

電
話
で
の
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

※　

当
日
は
保
険
課
国
保
係
で
受
け
付
け

を
し
て
く
だ
さ
い
、
相
談
場
所
へ
案
内

し
ま
す
。
（
予
約
優
先
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
課
国
保
係　

　

�
（
４
８
）
１
１
１
１
（
内
２
１
４
・

２
１
６
）
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